
JP 4142279 B2 2008.9.3

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車体フレーム前方に配置されたヘッドパイプにステアリング軸を介して操舵系を軸支し
、この操舵系と車体フレームとの間にステアリングダンパを介在させた鞍乗り型車両にお
いて、
前記ステアリングダンパは、前記ステアリング軸と連動して回動する回動軸と、この回動
軸と一体に回動する回動部材と、この回動部材により区画されかつ絞り通路により互いに
連通する２つの液室を備えたロータリー式であるとともに、
前記ヘッドパイプ前方に固定され、
かつ前記回動部材の回動軸が前記ステアリング軸と略直交している、
ことを特徴とする鞍乗り型車両用ステアリングダンパ装置。
【請求項２】
　前記操舵系は、ヘッドパイプ上方に位置するトップブリッジと、ヘッドパイプ下方に位
置するボトムブリッジとを有し、これらトップブリッジ及びボトムブリッジをステアリン
グ軸に連結するとともに、前記トップブリッジ又はボトムブリッジがリンク部材を介して
前記ステアリングダンパと連結されていることを特徴とする請求項１に記載した鞍乗り型
車両用ステアリングダンパ装置。
【請求項３】
　前記トップブリッジに車両前方へ突出する突部を設け、この突部に前記リンク部材の一
端部をボールジョイントを介して連結するとともに、
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前記ステアリングダンパを前記ヘッドパイプの前面へ取付けたことを特徴とする請求項２
に記載した鞍乗り型車両用ステアリングダンパ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、走行時におけるハンドルの振れを抑制するために用いられる自動２輪車等鞍
乗り型車両用の液圧式ステアリングダンパ装置に係り、特にステアリングダンパの有利な
配置構造に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　ハンドルの振れに対して減衰力を発生する液圧式ステアリングダンパ装置が公知である
（一例として特許２５９３４６１号）。また、必要なときのみ減衰力を発生し、その他の
場合は余計な減衰力を発生しないように減衰力を可変とするものも公知であり、例えば、
ステアリング角と走行速度に基づいて制御するもの（特開昭６３－６４８８８号）、前輪
荷重の変化に基づいて制御するもの（特公平７－７４０２３号）等がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、比較的重量のある液圧式ステアリングダンパをトップブリッジ上へ支持させる
と操舵慣性が大きくなってしまうが、このような操舵慣性はできるだけ小さくすることが
好ましい。また、トップブリッジ上はハンドル等の他部品を取付けることがあるので、ス
テアリングダンパの取付自由度が制限され易くなるとともにトップブリッジ上及びその近
傍に配置される他部品の邪魔になりやすくなるため、取付自由度を大きくしたり他部品の
邪魔になりにくいようにすることも望まれる。本願発明はこのような要請の実現を目的と
する。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため鞍乗り型車両用ステアリングダンパ装置に係る請求項１の発明
は、車体フレーム前方に配置されたヘッドパイプにステアリング軸を介して操舵系を軸支
し、この操舵系と車体フレームとの間にステアリングダンパを介在させた鞍乗り型車両に
おいて、
前記ステアリングダンパは、前記ステアリング軸と連動して回動する回動軸と、この回動
軸と一体に回動する回動部材と、この回動部材により区画されかつ絞り通路により互いに
連通する２つの液室を備えたロータリー式であるとともに、
前記ヘッドパイプ前方に固定され、
かつ前記回動部材の回動軸が前記ステアリング軸と略直交している、ことを特徴とする。
【０００５】
　請求項２の発明は上記請求項１において、前記操舵系は、ヘッドパイプ上方に位置する
トップブリッジと、ヘッドパイプ下方に位置するボトムブリッジとを有し、これらトップ
ブリッジ及びボトムブリッジをステアリング軸に連結するとともに、当該トップブリッジ
又はボトムブリッジがリンク部材を介して前記ステアリングダンパと連結されていること
を特徴とする。
【０００６】
【発明の効果】
請求項１の発明によれば、比較的重量物であるステアリングダンパがヘッドパイプへ固定
されるので、操舵慣性を小さくすることができ、快適な操舵性を実現できる。そのうえ、
ステアリングダンパを、比較的制限を受けやすいトップブリッジの上方ではなく、比較的
制限の少ないヘッドパイプ前方へ配置することにより、ステアリングダンパの取付自由度
が高くなり、かつトップブリッジ上及びその近傍に配置される他部品の邪魔になることも
ない。
【０００７】
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請求項２の発明によれば、操舵系の可動部であるトップブリッジ又はボトムブリッジとス
テアリングダンパをリンクを介して連結したので、転舵すると操舵系の回動がリンクから
ステアリングダンパへ伝達され、ステアリングダンパに減衰力を発生させる。このように
するとリンクを介してステアリングダンパと操舵系を連結することによりステアリングダ
ンパの取付自由度がさらに高くなる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて第１実施例を説明する。図１は本実施例の適用される自動２輪車を
示す斜視図、図２はステアリングダンパが設けられた車体前部構造側面図、図３は同部分
の平面図、図４はヘッドパイプ前方（図２のＡ矢示方向）から一部を破断して示すステア
リングダンパの概略構造図である。
【０００９】
図１において、前輪１を下端に支持するフロントフォーク２の上部は車体フレーム３の前
部へ連結され、ハンドル４にて回動自在になっている。車体フレーム３上には燃料タンク
５が支持されている。符号６はシート、７はリヤカウル、８はリヤスイングアーム、９は
後輪である。
【００１０】
次に、ステアリングダンパについて説明する。図２、３に示すように、ステアリングダン
パ１０は操舵系部品の前方に配置されている。操舵系部品はトップブリッジ１１及びボト
ムブリッジ１２を備え、ヘッドパイプ１３に支持されているステアリング軸１４の上下で
一体化されている。図２中の符号Ｌはステアリング軸線であり、実際は所定のステアリン
グ角をなすように地面に対して傾斜している。
【００１１】
本実施例におけるヘッドパイプ１３は車体フレーム３の前端部であるヘッド部３ａの前部
中央に上下方向へ一体形成された筒状部である。但しヘッドパイプ１３は予め車体フレー
ムと別体のパイプ部材で形成し、これを溶接等で車体フレームの前端部へ一体化した公知
のものであってもよい。なお車体フレーム３はヘッド部３ａとその後端部左右から対をな
して左右後方へ延出するメインフレーム部３ｂを備える（図３）。
【００１２】
ステアリング軸１４はヘッドパイプ１３の上下でボールベアリング１５，１６によりヘッ
ドパイプ１３に対して回動自在であり、下端の太径段部１４ａをボトムブリッジ１２の下
面へ当接し、上端をヘッドパイプ１３から上方へ突出させて周囲に形成されたネジ部１４
ｂへナット１７を締結し、さらにトップブリッジ１１を貫通した上端部へステアリングナ
ット１８を締結することにより一体化される。
【００１３】
トップブリッジ１１とボトムブリッジ１２には左右一対のフロントフォーク２の各上部が
支持される。これらトップブリッジ１１、ボトムブリッジ１２及びステアリング軸１４は
、左右のフロントフォーク２と共に、トップブリッジ１１に取付けられているハンドル４
（図１）の操作で一体に回動する。
【００１４】
図３に示すように、トップブリッジ１１の前部中央には、前方へ突出する突部２０が一体
に設けられ、その先端にピローボール式のボールジョイント２１が設けられている。この
ボールジョイント２１を上下方向へ貫通してリンクアーム２２の小径をなす上端２３が嵌
合されている。
【００１５】
ステアリングダンパ１０はヘッドパイプ１３の前方へ車体中心Ｃ（図３）を跨いで配置さ
れ、本体部であるケース２５の左右に張り出して設けられた取付部２６をボルト２７でヘ
ッドパイプ１３の前面へ締結することにより固定されている（図２）。
【００１６】
図４に示すように、ケース２５は略扇形をなし、その要部分におけるケース２５の厚み方
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向にシャフト２８が設けられ、このシャフト２８の一端がケース２５の前面側（図４の表
面側）へ突出し、ここでリンクアーム２２の太径をなす下端２４と一体化されている。
【００１７】
図２に明らかなように、リンクアーム２２はステアリング軸１４と平行に上下方向へ長く
配置され、シャフト２８はこれらリンクアーム２２及びステアリング軸１４の各軸方向と
略直交している。したがって、トップブリッジ１１がステアリング軸１４と一体に回動す
ると、突部２０が図３においてステアリング軸１４の軸回りに回動し、これによってリン
クアーム２２がシャフト２８を中心にして上端２３を図４における左右方向へ揺動させ、
シャフト２８がその軸線回りに回動するようになっている。
【００１８】
本実施例のステアリングダンパ１０はキックバックを防止するための液圧式減衰器であり
、図４に示すように、ケース２５の内部には、予め作動液が満たされた略扇形の液室３０
が設けられ、さらにその内部は隔壁３１によって右液室３２及び左液室３３に区画される
。隔壁３１の一端はシャフト２８と一体化し、シャフト２８の回動によって液室３０内を
揺動自在になっている。隔壁３１の他端３１ａは、液室３０の弧状壁３４に沿って若干の
間隙を形成しつつ移動し、この間隙が右液室３２及び左液室３３間を連通する絞り通路３
５をなす。
【００１９】
したがって、隔壁３１が揺動すると、右液室３２及び左液室３３の一方側から他側へ作動
液が間隙３５を通って移動し、このとき間隙３５で絞られることにより減衰力を発生し、
この減衰力によってハンドルのキックバックを防止するようになっている。
【００２０】
次に、本実施例の作用を説明する。ステアリングダンパ１０をヘッドパイプ１３の前面へ
固定したので、比較的重量物であるステアリングダンパ１０をトップブリッジ１１の上へ
固定する場合と比べて操舵慣性を小さくすることができ、快適な操舵性を実現できる。そ
のうえ、ステアリングダンパ１０を、比較的制限を受けやすいトップブリッジ１１の上方
ではなく、比較的制限の少ないヘッドパイプ１３の前方へ配置することにより、ステアリ
ングダンパ１０の取付自由度が高くなり、かつトップブリッジ１１上及びその近傍に配置
される他部品の邪魔になることもない。
【００２１】
　また、操舵系の可動部であるトップブリッジ１１の突部２０に設けられたボールジョイ
ント２１とステアリングダンパ１０とが、リンクアーム２２を介して連結される、転舵時
における操舵系の回動を、リンクを介してステアリングダンパ１０へ伝達させることがで
きる。したがって、リンクを介することによりステアリングダンパ１０と操舵系を離して
配置できるので、ステアリングダンパ１０の取付自由度がさらに高くなる。
【００２２】
なお、本願発明は上記実施例に限定されず、同一の発明原理内において種々に変形や応用
が可能である。例えば、ステアリングダンパ１０と連結する操舵系はトップブリッジでは
なくボトムブリッジ１２でもよい。また、ステアリングダンパ１０は右液室３２及び左液
室３３の連通路に可変制御バルブを設け、操舵系の入力の大きさに応じて減衰力を可変に
する公知の可変形式にすることもできる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　実施例の適用される自動２輪車の斜視図
【図２】　ステアリングダンパ装置部分を示す車体前部の側面図
【図３】　同上部分の平面図
【図４】　ステアリングダンパの概略構造を示す図
【符号の説明】
１：前輪、２：フロントフォーク、３：車体フレーム、１０：ステアリングダンパ、１１
：トップブリッジ、１４：ステアリング軸、２０：突部、２１：ボールジョイント、２２
：リンクアーム、２８：シャフト、３０：液室、３１：隔壁、３２：右液室、３３：左液
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